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節税 

多くの経営者は「もっと売上を上げたい」と考えています。 

しかしそれと同時に「税金を納めたくない」と思っています。 

脱税はしないが、できるだけの節税をしてほしい。「黒字の時は、利益の半分が

税金で持っていかれるのに、赤字になっても国は助けてくれない」といって赤字に

なった原因が、あたかも国にあるかのように言う人もいます。 

そのような会社の決算書を見ると、例外なく自己資本比率が低く、企業体質もと

ても弱いのです。 

節税の方法はいろいろありますが、その会社の将来のために研究開発投資をした

り、新入社員や幹部社員の研修をしたり、倒産防止共済や小規模企業共済、生命保

険をかけたりすることを提案します。また必要なものであれば、借入をして不動産

の購入や設備投資をして、支払利息や減価償却費を増やしたりするのが基本です。 

しかしながら過度の節税は、キャッシュフローを悪くし、企業の寿命を短くする

ことになりかねません。大切なのは納税額を 0 にするのではなく、適正な利益を上

げて、納税を通して社会の発展に貢献できることに喜びを見出し、企業の内部留保

を厚くして、企業体質を強化することです。 

京セラの稲盛会長は、『企業の利益とは税引き前利益でなく、税金を支払った残

りの税引き後利益が本当の利益だと思うことが正しい』とおっしゃっています。 

企業は継続して成長発展し続けることが宿命です。会社は経営者である、あなた

1 人のものではありません。経営者として、納税に対する 

正しいポリシーを確立してください。行き過ぎた節税は 

あなたの会社を滅ぼします。 
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＜　倉　又　＞

本税額 利子税 本税額 利子税 本税額 利子税
１１万円 １，０００円 ２１万円 １，９００円 ３１万円 ２，８００円
１２万円 １，１００円 ２２万円 ２，０００円 ３２万円 ２，９００円
１３万円 １，２００円 ２３万円 ２，１００円 ３３万円 ３，０００円
１４万円 １，２００円 ２４万円 ２，２００円 ３４万円 ３，１００円
１５万円 １，３００円 ２５万円 ２，３００円 ３５万円 ３，２００円
１６万円 １，４００円 ２６万円 ２，４００円 ３６万円 ３，３００円
１７万円 １，５００円 ２７万円 ２，５００円 ３７万円 ３，４００円
１８万円 １，６００円 ２８万円 ２，５００円 ３８万円 ３，５００円
１９万円 １，７００円 ２９万円 ２，６００円 ３９万円 ３，６００円
２０万円 １，８００円 ３０万円 ２，７００円 ４０万円 ３，７００円

本税額 利子税の割合 利子税の額

法定納期限の翌日 日

× × 平成　１９　．３　．１６ 　

本税納付の日 ００
平成　１９　．　　． 　

円

（１００円未満切り捨て）

計　算　期　間

４．４％

３６５

＝

至

自

確定申告は皆様お済みでしょうか？所得税の申告期日３月１５日、消費税が４月２日までの申

告・納税となっていますので期日に注意して申告しましょう。 
 ご存じの方も多いかと思いますが、所得税には延納制度という納税方法がありますのでご紹介

させていただきます。 
 

＜所得税延納制度＞ 
所得税の納税期日は３月１５日（振替納税は４月２０日）ですが、納税期日に納付が困難な場

合、確定申告書の５１．５２の延納届出欄に記載する事により、納税額の一部を５月３１日（振

替納税者も同日）まで期日を延長して分割納税する制度です。しかし、納税期日から５月３１日

までの間、下記の利子税というものがかかりますので注意が必要です。 
 
● 延納条件 確定申告分税額の１／２以上を期限内に納付すること。 
● 延納税額が１１万円以上の場合は年利４．４％の利子税がかかります。 
 

延納制度に係る利子税額速算表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・本税の額が上記の表にない場合は、次の算式により利子税を計算してください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注） ・本税の額に、１万円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算してください。

    ・計算した利子税の額が千円未満の場合は納付する必要はありません。 

＜消費税納税資金の貯蓄のお願い＞ 
消費税については預り金的性格の税なため延納制度はありません。無理なく納税していただく

ためにも定期積金や貯蓄性の預金等で毎月納税資金を貯蓄されてはいかがですか。 
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 いよいよｅ－Ｔａｘ（電子申告、電子納税）が本格的な実施となってきました。当事務所に

おいても、今後は法人のお客様、個人のお客様を問わず、基本的に電子申告による提出へ切換

えていく方針です。今回は、私どもの事務所でこれから行う電子申告の業務と、電子申告をし

た場合のお客様の対応をお知らせします 

 

◇ 電子申告・納税等開始届出書の提出について 

 

お客様宛に「電子申告・納税等開始届出書」を提出する旨をお知らせする書面を順次発送

します。電子申告ではなく従来通り書面による提出が希望のお客様はお申し出下さい 

 了承いただいたことが確認され次第、当事務所のパソコンからインターネットにより開始

届出書の提出をします。 

 

◇ 利用者識別番号等の通知書について 

 

開始届の提出後、税務署からお客様宛に利用者識別番号等が記載された通知書が郵送され

ます。 

通知書が送られてきましたら、すぐに当事務所宛にＦＡＸしていただくか、担当者まで連

絡を下さい。誤って紛失された場合、再度開始届出書の提出をしなければならなくなります

ので、紛失をしないようお願いします。 

 

◇ 電子申告による申告書、届出書の提出（送信） 

   

   平成１９年の改正により、電子申告の最大のネックであった「電子証明書」要件が大きく

緩和され、税理士が関与している納税者の場合には納税者の電子証明書（住基カード）が不

要となりました。  
  申告書、届出書の提出は、税理士の代理署名により当事務所のパソコンから送信すること

で提出が完了することになります。 

  尚、電子による申告をした場合、従来のように税務署の「収受印」をもらうことはできま

せん。申告書等に収受印が必要な場合は通常の書面による提出としなければなりませんので、

その旨申し出てください。 
 

（電子申告関連情報）                 

 国税庁ホームページ  http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru_01.html 

 Ｅ－ＴＡＸ導入マニュアル http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_tourokumanual.html 
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－　４　－

●Ｑ＆Ａ 
 

①「電子申告・納税等開始届出書」を提出すると、必ず電子申告しなければなら

ないのですか？ 

   回答：「電子申告・納税等開始届出書」を提出した場合であっても従来通り書面

により提出することができます。また、申告のみ、あるいは納税のみとい

うように手続きの一部に限った利用も可能です。 

 

②電子申告をした場合、申告書等の控用は変わるのでしょうか？ 

回答： 基本的にお客様の控用は今まで通り変わりありません。しかしながら、

税務署で「収受印（受付印）」を押印してもらうことはできませんので、

収受印（受付印）が必要な場合は、従来通りの書面による申告をおすす

めします。 

③  納税者本人もしくは法人代表者の電子証明書は、以後全く必要ないのでしょう

か？ 

回答： 申告書および届出書については、税理士等の代理署名による提出が可

能ですが、インターネットバンキング等による電子納税を利用したい場

合は電子証明書の取得が必要です。 

 

④電子証明書とはどのようなものですか？ 

回答： 電子証明書には、代表的なものとして、市役所で取得する「公的個人

認証サービス付住基カードによる電子証明書」と法務局で取得する「商

業登記に基礎を置く電子認証制度による電子証明書」があります。市役

所で取得する電子証明書は法人の代表者、個人事業主ともに利用できま

すが、法務局で取得する電子証明書は法人の代表者にのみ利用可能です。

 

⑤法人の代表者は「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書と「商業登記に

基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書の両方を取得する必要がありま

すか？ 

回答： 両方取得する必要はありません。 

   住基カードに格納される「公的個人認証サービス」の電子証明書は、個

人所得税の電子署名だけでなく、法人税や法人の消費税の電子申告の際

に、代表者としての電子署名にも利用できます。 

 また、「公的個人認証サービス」の電子証明書は、安価で、様々な行政

機関の電子申請・届出にも利用できる便利なものです。（住基カード自体

の発行手数料は５００円程度、電子証明書の登録も５００円程度、合計

１，０００円程度となります。） 

尚、法務局で取得する電子証明書の場合、３ヶ月間～２７ヶ月間の証明

期間があり、その際の手数料は３ヶ月間のときは，２，５００円，３か月

を超えるときは，その超える期間３ヶ月毎に１，８００円を加算した額と

なります。 

そのため、代表者の方の電子証明書には、「公的個人認証サービス」の電

子証明書の取得をお薦めいたします。 
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＜　広　川　＞

社会保険の種類は、基本的に医療保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険の５つから

なります。　社会保障のひとつで、対象者は強制加入が原則です。　保険料に国庫や事業主から

負担金が拠出されているところが民間保険と異なる特徴です。

◇ 医療保険

● 健康保険 　・・・・・・・ 一般民間被用者

● 船員保険 　・・・・・・・ 船員

● 国民健康保険　・・・・・・ 自営業、無職者

● 共済組合 　・・・・・・・ 公務員　・　私立学校職員等

◇ 年金保険

● 国民年金 　・・・・・・・ 全国民に対し基礎年金として適用される。

● 厚生年金 　・・・・・・・ 船員を含む一般民間被用者

● 共済年金 　・・・・・・・ 公務員　・　私立学校職員等

◇ 介護保険

◇ 雇用保険

◇ 一般民間被用者労働者災害補償保険（労災保険）　・・・・・・・

　　医療事務において保険の種類を区別するため、自営業者等が加入する

「国保（国民健康保険）」に対し、被用者が加入している健康保険を　「社保

（社会保険）」と呼ぶことがあります。　また、社会保険事務において、

雇用保険と労災保険の２つを合わせて　「労働保険」　と呼ぶことがあります。

　★　「国保（国民健康保険）」　→　「社保（社会保険）」　への変更

　　　　　社会保険に加入した日が所属する月分の保険料は社会保険として支払うことに
　　　　なります。国民年金保険料も、厚生年金として支払うことになります。
　　　　　「社保」の資格取得届は会社がしますが、「国保」については、脱退の手続きを
　　　　市町村でする必要があります。
　　　　　　　（新しく交付された健康保険証、今まで使用していた国民健康保険証、印鑑を持参）

　★　「社保（社会保険）」　→　　「国保（国民健康保険）」　への変更

　　　　　退職日の翌日（資格喪失日）が所属する月分の社会保険料はかかってきません。
　　　　従って、その月は国民健康保険料と国民年金保険料を支払うことになります。
　　　　会社から交付された「資格喪失通知書」と印鑑を持参して市町村で手続きをします。

　　・・・・・　いずれの場合も重複して徴収されることはありませんのでご安心ください。　・・・・・
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日　　時 研修内容 場　　所 講　　師 参加費

３月２３日(金)

午後６時３0分

～

午後８時３0分

加藤税理士事務所 １,000円加藤　輝守

テルモ経営研究会

『平成１９年度改正税法』

会社の広告お手伝いします!!

　当事務所ではホ－ムペ－ジの作成をお手伝いしていま
す。また、お客様の広告チラシがございましたら月一回発
行の事務所通信に同封いたします。お気軽にお申し付け
下さい。

3月15日 まで 4月2日 まで

所得税・贈与税 消費税及び地方消費税

確定申告は期限内に！！

　　　　　　～　おもしろ雑学　～
　
　　　　　　　《香りの効果》

香りには病気に対する免疫力を高める働きがあるといわれている。
花や草など自然のものを身近に置くことはそれだけで大いに気持ち
を和ませる効果がある。日ごろのストレス緩和や健康づくりに一役
たててみては。
　
　　　　　　　　　　教育ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝｶﾚﾝﾀﾞｰ  おもしろ雑学集より（担当：小澤）



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
堀田．廣川

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
伊藤．原 倉又．田中

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
春分の日

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

・確定申告期間中は、土・日曜日も元気に営業しています。

・網掛けの日が当事務所の休日です。

（名前の記入されてない土曜日は、全員出勤となっています。）

３月１２日 　　　　本年２月分源泉所得税・住民税の納付

３月１５日 　　　　昨年分の所得税確定申告・損失申告及び第３期分の納付

　　　　確定申告税額の延納届出書提出

　　　　本年分青色申告の承認申請書提出

　　　　前々年分の所得税の更正の請求

　　　　住民税・事業税・事業所税・贈与税の申告

　　　　相続時精算課税選択届出書提出

４月２日 　　　　本年１月決算法人の法人税等中間申告

　　　　本年７月の決算法人の消費税中間申告

　　　　本年１０月・７月・４月決算法人の消費税中間申告　

■■■■　　休日カレンダー　　■■■■

３月の税務

 ３月（弥生）ＭＡＲＣＨ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

あと がき 

暖冬で結局雪もほと んど降らないまま春を迎えよう と しています。暖かい日々が続く のは嬉 

しいのですが、やはり雪がないと 冬という 感じがせず淋しい気持ちもしてしまいます。 

現在事務所は確定申告期間の真っ最中で残業が続き、疲れがたまりやすい時期でもあります。 

効果的な疲労回復のコツと して、「適度な運動をする」「生活リズムに従った睡眠をと る」「きち

んと 食事を取り栄養補給をする」があるよう です。 

残り半月の申告期間とその後の仕事を乗り切るためにも健康に気を配りながら仕事をしてい 

こ う と思います。                       

＜ 田 中 ＞ 


